
令和５年11月２日 全員協議会資料
生活環境部環境政策課し尿処理手数料の改定について

２ し尿処理手数料の引き上げについて

受益者負担の原則により、手数料単価を委託料単価と同額まで引き上げる。ただし、物価高騰等を考慮し、
今後２年間かけて段階的に引き上げを行う。

１ し尿汲み取り利用者の状況（令和４年度実績）

年度 手数料単価 委託料 手数料 市持ち出し １世帯あたり
年間手数料

1世帯当たり
平均増加額

R5 66円/10ℓ 158,260千円 118,701千円 39,559千円 18,184円 ―

R6 77円/10ℓ 158,260千円 138,477千円 19,783千円 21,214円 3,030円

R7 88円/10ℓ 158,260千円 158,260千円 0円 24,245円 6,061円

４ 今後のスケジュール

R5.12 …北上市廃棄物処理等手数料条例の一部改正付議
R6. 1～ …市民周知（広報その他媒体、し尿汲取り事業者

を通じてチラシ配布）
R6. 4.1 …し尿処理手数料77円/10ℓ
R7. 4.1 …し尿処理手数料88円/10ℓ

◆年間収集の現状（令和４年度実績）

３ 参考：他市町村の状況

市町村名 手数料単価

盛岡市 144.1円/10ℓ

大船渡市,陸前高田市 76円/10ℓ

一関市,平泉町 97円/10ℓ

県内平均 89.04円/10ℓ

年間収集件数 し尿汲み取り
顧客数

年間収集量 手数料合計

32,895件 5,630 17,984㎘ 118,701千円

個人 事業者

4,184世帯 1,446者（社）

◆し尿汲み取り顧客数の内訳

受益者負担の観点から、し尿処理手数料（以下、「手数料」という。）はし尿収集運搬業務委託料
（以下、「委託料」という。）と同額を基本としており、令和７年度までに10ℓ当たり88円へ段階的
な引き上げを行うもの。

※これまで北上市は県内他市町村に比べ安価


